






















































第5節 先 行 調 査

1調 査目的

近時、食品の安全性について社会問題となっているもの、又は新規開発食品等で安全性が不明確

なものについて、先取 り的に調査を実施 し、これ らの安全確認及び安全基準設定の資料作 りを行 っ

ている。

2調 査事項

平成2年 度は、次の15テ ーマについて実施 した。

(1)魚 介類における農薬等の汚染実態調査

(東京湾産アサリ中の有機塩素系化合物等の汚染実態調査)

(2)各 種食品における リステ リアの汚染実態調査

(3)食 鳥肉の処理に関す る実態調査

(4)ア ルコ-ル 飲料中のカルバ ミン酸エチルの含有実態調査

(5)食 品中の化学的合成品以外の添加物使用実態調査

(輸入食品における天然添加物の使用状況調査)

(6)食 品中の添加物類似物質のバックグラウン ド調査

(7)器 具 ・容器包装資材の衛生学的実態調査

(8)鶏 卵及びその加工食品の細菌学的汚染源調査(黄 色ブ ドウ球菌、サルモネラ)

(9)生 鮮野菜類に使用される有機酸の調査

(10)畜 肉中のホルモン剤の残留実態調査

(11)化 学的合成品以外の食品添加物の衛生学的実態調査(酵 素剤)

(12)化 学的合成品以外の食品添加物の衛生学的実態調査(調 味料)

(13)市 販流通する健康食品及び機能性食品の衛生学的調査

(食物繊維含有食品及びマンネンタケ加工食品)

(14)国 内産野菜果実の残留農薬実態調査

(15)畜 水産食品における抗菌性物質残留実態調査

3実 施期間

平成2年4月 から平成3年3月 まで

4実 施内容及び結果

次の とおり

(1)魚 介類における農薬等の汚染実態調査

(東京湾産アサ リ中の有機塩素系化合物等の汚染実態調査)

ア 調査 目的

本調査は、食生活に密接に関与する東京湾の農薬等による汚染状況を把握する為に、昭和50
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年度より継続調査 している。

イ 調査方法

平成2年 度の調査場所については、定点(5ポ イン ト)と し、各地点より検体としてアサ リ

1kg、 海水3ι 、底質1kgを5、7、9月 に採取 し、試料 とした。(図-1試 料採取地点)

ウ 検査機関及び検査項 目

(ア)衛生研究所乳肉研究科食肉魚介化学研究室

(1)ア サ リHCH(BHC類)、DDT類 、ディル ドリン(DEL)、 ヘプタクロ

ル ・エポキシ ド(HPE)、 ニ トロフェン(NIP)、 クロルニ トフェ

ン(CPN)、 ヘキサクロロ ・ベ ンゼ ン(HCB)、 クロルデン類

(2)海 水 アサ リに同 じ

(イ)衛生研究所微量分析研究科有害物化学研究室

(1)ア サリPCB、TBTO、 ※重金属

(2)底 質 アサ リに同じ

※As、Co、Cd、Zn、Cr、Cu、Pb、Hg

エ 検査方法

平成元年度 と同様である。

オ 検査結果

(ア)ア サ リの農薬等

アサ リの観察地点別の検出値を表-1に 示 した。

農薬については、いずれの観察地点 もほとんどが痕跡(以 下trと 略す)又 は検出限界

(以下NDと 略す)で ある。(NIPに ついては、昭和57年 度以降検出されていない。)

クロルデンは、富津を除いた観察地点で検出(tr～0.004ppm)さ れているが、HCB

は三枚洲で1回 検出(0.001ppm)さ れたのみである。

(イ)海水中の農薬等

海水中の観察地点別の検出値を表-2に 示 した。

農薬については、HCHが 金沢八景を除 く観察地点で検出されている他は、ほとんどが

tr又 はNDで ある。

クロルデ ンは、すべての観察地点で も検出されているが、HCBは 全 く検出されていない。

(ウ)アサ リ中の重金属

アサ リ中の観察地点別の検出値を表-3に 示した。

観察地点別での検出値に大きな差はな く、例年と同傾向である。

(エ)底質中の重金属

底質中の観察地点別の検出値を表-4に 示 した。

観察地点別に検出値をみると、三枚洲と羽田が他より高い傾向がみられるが、例年と同様

である。
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(オ)ア サ リ、海水、底質中のPCB、TBTO

観察地点別の検出値を表-5に 示 した。

PCBに ついては、羽田でのアサ リ(0.01ppm5月 、7月)を 除いて他は全て0.01ppm未

満の検出値である。

TBTOに ついては、アサリが他より高い値を示しているが、いずれの観察地点で も5月 、

7月 と比較 して9月 は検出値が著 しく低下 している。また、富津、金沢八景での検出値が他

より高い傾向がみられる。

また、海水中では、全ての観察地点で0.01ppm未 満であり、底質中ではほとんどが0.01ppm

前後であり、地域差は認められていない。

カ 考 察

人の生産活動等に伴い発生する環境汚染物質は多々あるが、特に難分解性の物質等は、我々

の食生活に及ぼす影響が大きい。

東京湾は、 これ らの物質が河川を通 じ集中化される場所であるといわれ魚介類を摂取するこ

とで、食生活に直接関与 していることか ら、その実態について調査することは重要であり、継

続観察す ることに意義があると思われる。

農薬等については、年々減少傾向がみ られ、数年検出されていないもの もあり、調査内容に

ついては新たな汚染物質を取 り入れるなど検討 しなければな らない。

図-1試 料採取地点
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表-1ア サ リ中の残留農薬等

(平成2年 度) (湿重量当りの濃度:PPm)

表-2海 水中の残留農薬等

(平成2年 度) (濃 度:ppb)
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表-3ア サ リ中の重金属
(平成2年 度) 単位:PPm

表-4底 質中の重金属
(平成2年 度) 単位:PPm
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表-5PCB・TBTO
(平成2年 度) 単位:PPm

(参考)ア サ リ・海水 ・底質中の水銀

(平成2年 度) 単位:PPm
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(2)各 種食品における リステリアの実態調査

ア 調査目的

1980年代に入 り、食品を介するリステリア症の集団発生が諸外国で相次いで報告され、食品

衛生上重要な問題として リステ リア属菌がクローズア ップされた。

食品中の リステ リア属菌汚染実態調査は、昭和63年 度よりを実施 しているが、平成2年 度は

未加熱で摂食(ready-to-eat)す る非加熱食肉製品、生食用魚介類及び野菜類を対象に汚染実

態を調査 した。

イ 調査方法

(1)対 象施設

都内スーパー及びデパー ト、築地市場及び淀橋市場内店舗など43軒

(2)対 象品目

食肉製品類:138検 体

〔

生 ハ ム 、 サ ラ ミ ソ ー セ ー ジ 、 ロ ー ス ト ビ ー フ

生 ソーセ ー ジ な ど
〕

魚 介 類:101検 体(甘 え び 、青 柳 、 ホ タ テ貝 な どで 、 魚 類 は2検 体 のみ)

野菜 類:65検 体(レ タス 、 キ ャベ ツ、 サ ラ ダ菜)

(3)検 査 方 法

リス テ リア 属 菌:小 久保 らの方 法(食 衛 誌 、vol.31,No.1,51-56)で 試 験 を行 った 。

そ の他 の 細 菌:衛 生 検 査 法指 針 に従 い試 験 を 行 った 。

ウ 調 査結 果

表-1に 、 各 種 食 品 の リステ リア属 菌 の検 出状 況(増 菌 培養)を 示 した 。 リス テ リア症 起 因

菌 で あ るListeria monocytogenesの 検 出 した検 体 数 は、 リス テ リア属 菌 の 検 出 検 体 数 の 再 掲

で あ る。

(ア)食 肉 製 品 類

非 加 熱 食 肉製 品 は、79検 体 中8検 体 か ら リス テ リア属 菌 が 検 出 され 、 検 出率 は10.1%で あ

った。 食 肉 製 品 以外 で、 中心 部 が 生 の 状 態 の 表 面 加 熱 食 肉 は 、31検 体 中4検 体 か ら リス テ リ

ア属 菌 が 検 出 され 、検 出率 は12.9%で あ った 。 ま た 、ready-to-eatと 対 照 の 全 く生 の 未 加

熱 食 肉 は、28検 体 中21検 体 か ら リス テ リア 属 菌 が 検 出 され 、 検 出 率 は75.0%で あ っ た 。

(イ)魚 介 類

生 食 用 魚 介類 は、81検 体 中11検 体 か ら リス テ リア 属菌 が 検 出 され 、 検 出率 は13.7%で あ っ

た 。Listeria monocytogenesを 検 出 した1検 体 は 、刺 身 用 に半 身 に され たサ ー モ ンで あ っ

た 。 ま た 、 食 肉 製 品 の よ うに燻 製 処 理 した ス モ ー クサ ー モ ンは、20検 体 中12検 体 か ら リステ

リア属 菌 が 検 出 され 、検 出率 は非 常 に高 く60.0%で あ った。 この うち8検 体 か らは、 リステ

リア症 起 因 菌 で あ るListeria monocytogenesを 検 出 した。

(ウ)野 菜 類

今 回 の調 査 で は、生 食 用 野 菜 か ら リステ リア属 菌 は検 出 され なか った。
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(エ)リステ リア属菌その他の細菌

今回の調査では、その他の細菌として生菌数 ・大腸菌群 ・黄色ブ ドウ球菌 ・サルモネラ及

び腸炎ビブ リオ(魚 介類のみ)を 、検査 した。各食品ともリステ リア属菌は、生菌数と関係

なく検出された。また、サルモネラは全検体で陰性だったが、腸炎 ビブリオは多 くの魚介類

か ら検出された。

表-1各 種食品におけるリステ リア属菌検出状況

(平成2年 度)

エ 考 察

(ア)食 肉製 品類

食 肉 製 品 は 、利 用 しや す さの点 か らス ラ イ ス した製 品が 多 く、79検 体 中25検 体 が ス ライ ス

品 で 、 製 造 後 に二 次 汚 染 が 起 き る可 能 性 もあ る 。 しか し、 ス ライ ス して い な い 非 加 熱 食肉 製

品 か ら も、 リス テ リア 属 菌 は検 出 され た 。 海 外 で の 報告 例 に あ る よ うに 、乳 酸 醗 酵 や燻 煙 な

どの 製 造 工 程 中 も死 滅 せ ず に、 水 分 活性 の 低 い製 品 に まで 僅 か な が ら リステ リア 属 菌 は残 存

した もの と思 わ れ る。

表面 加 熱 食 肉 で は 、 リス テ リア属 菌 の検 出 率 は12 .9%で 、 非 加 熱 食 肉 製 品(10 .1%)と 大

きな差 は 見 られ な か った 。 また 、Listeria monocytogenesを 検 出 したの は 、31検 体 中3検

体(9.7%)で 、平 成 元 年 度 の生 肉 で の調 査(市 販 牛 モモ 肉 約35%汚 染)と 比 較 す る と、Lis-

teria monocytogenesに よ る汚 染 は少 な か っ た 。

対 照 と して 検 査 した 未 加 熱 食 肉(肉 を 切 断 成 形 し、 腸 詰 め した 生 ソー セ ー ジ)は 、28検 体

中21検 体(75.0%)か ら、 高 い リステ リア 属 の 検 出が み られ た 。

(イ)魚 介 類

生 食 用 え び及 び貝 類 か ら、Listeria monocytogenesは 検 出 され な か ったが 、 そ の他 の リ

ステ リア 属 菌 は検 出 され て い る。 環 境 汚染 菌 で あ る リス テ リア は 、魚 類 の 鯛 か ら検 出 して い

る こ と もあ り、 え び ・貝 類 か らListeria monocytogenesが 検 出 され る可 能 性 は あ る 。
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スモークサーモンは、内臓処理などの製造中に リステ リア属菌に汚染される可能性が大き

い。また、成分規格の厳 しい非加熱食肉製品と比較 して、製品の水分活性 も高いと考えられ

る。 したがって、汚染 したListeria monocytogenesが 、製造工程中にも死滅せず、高い頻

度で製品に残存することを示唆 している。

(ウ)野菜類

平成元年度のカット野菜での調査と同様に、洗浄前の市販野菜か らListeria monocyto-

genesは 検出 しなかった。

オ まとめ

リステリア属菌は肉中での生存率が高く、冷蔵 しても増殖する可能性があるので、製造者に

は、製造基準を遵守 して二次汚染を起こさぬように、充分な指導を行う必要がある。非加熱食

肉製品やスモークサーモンは、一般に冷凍流通 しているので リステ リア属菌が増殖する可能性

は低いといえる。

ロース トビーフ、食肉タタキや生食用魚介類は、販売から喫食 までの時間が短いので、 リス

テ リア属菌の増殖する可能性は低 く、 リステ リア症罹患の危険性が低いと思われる。また、生

ソーセージは、 リステリア属菌の汚染頻度が高いので、他の食品への二次汚染の防止を図ると

ともに、充分な加熱調理が必要である。今回の調査では、野菜類の土壌由来によるリステ リア

汚染は認められなかった。

リステ リア属菌は、自然界に偏在 してお り、品質の悪いサイ レー

ジ、土中、汚水、河川水、植物、正常牛及び乳房炎牛の乳中及び健

康人の糞便中など、様々なところから分離 される。

人におけるリステ リア症の初期症状は、髄膜炎、流産及び敗血症

である。まれに腹膜炎、局部の膿傷、心内幕炎、尿道炎、内眼球炎、

結膜炎及び皮膚損傷をおこす。

リステ リア症の原因菌のひとつListeria monocytogenesは 、グ

ラム陽性の通性嫌気性、非芽胞性桿菌で、20～25℃ で特徴的な旋回

・回転運動(tumbling)を し
、羊血液寒天上で弱いβ溶血性を示す。

本菌の少 し特異な性状は、(a)冷 蔵食品中で長期間増殖 し、生存

できる能力、(b)低 温下で毒力を増進 させる可能性、(c)熱 に対す

る高い抵抗性である。
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(3)食 鳥肉の処理に関する実態調査

ア 調査目的

わが国の食鳥肉処理に関する指導は、昭和53年 に厚生省が示 した 「食鳥処理加工指導要領」

に基づき行ってきた。一方衛生上の見地から法規制を行うことにより、食鳥肉に起因する衛生

上の危害を防止することを目的に 「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」が検討

され、平成2年6月 に公布された。この法律によると、営業許可 と検査員の資格に関する規定

は平成3年4月 から、と体検査に関する規定は平成4年4月 か ら施行されることとなった。

従来、都内の食鳥処理業者は、脱羽処理後の丸 と体を産地か ら仕入れ解体処理を してきた。

しかし、 この法律が検討されるのに併せるように、処理業者のなかには取扱量を食鳥検査が免

除される処理数(30万 羽以下/年)に 減 らし、 「認定小規模食鳥処理場」の対象施設になると

いった動 きがあるといわれている。また、多 くの処理業者は処理業を廃業し、主産地にある系

列処理施設に解体を任せるともいわれている。

一方、都内で消費される食鳥肉は、産地でロボ ットが一貫処理 した、規格包装部分肉に代わ

りつつある。また、輸入食鳥肉の占める割合 も消費量の30%(重 量換算)に もなるといわれて

いる。

こうした食鳥肉を取 り巻 く状況の変化の中で、食鳥肉の細菌汚染の実態を把握 し、今後の行

政対応に資するために本調査を実施 した。

イ 検査の実施方法

(ア)検体の採取方法

(1)都 内の食鳥処理場における細菌汚染実態調査

対象施設 食鳥処理業3軒

ササ ミ 及び も も1軒 各10検 体

(2)市 販流通する食鳥肉の細菌汚染実態調査

スーパーマーケットの店頭で販売される食鳥肉51軒

ササ ミ 及び も も51検 体

規格包装食鳥肉(2kgポ リ袋入 り)

ササ ミ30検 体

も も32検 体

輸入包装食鳥肉10検 体

輸入された食鳥肉加工品20検 体
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表-1食 鳥処理場の概要
(平成2年 度)

(イ)検査実施機関

都立衛生研究所生活科学部食肉魚介細菌研究室

(ウ)検査した細菌

生菌数(spcと 略す)大 腸菌群数(cfgと 略す)

黄色ぶどう球菌(S.aureus)サ ルモネラ(Salmonella)

エルシニア(Y.enterocolitica)カ ンピロバクター(C .jejuni)

ウェルシュ菌(C.perfringens)リ ステリア(L.monocytogenes)

ウ 検査結果及び考察

(ア)市販食鳥肉の細菌汚染状況

食鳥肉の細菌汚染を考えると、ももの汚染は脱羽と中抜き処理時に起因する。ササ ミはむ

ね肉におおわれていることか ら、解体時の二次汚染と考え られる。このことか ら、検査対象

として ももとササ ミを選び、両者の処理工程時の細菌汚染の比較を主眼に検査を実施 した。

平成元年度はスーパーマーケ ットの店頭か ら検体を収集 した。また、2年 度は都内の流通

商社か ら処理場(産 地)を 指定 して検体を収集 した。

図-1にspcの 度数分布図を示 した。生菌数は元年度に比 して2年 度が少なかった。そ

の原因としてスーパーでの再包装や流通保管時に二次汚染と増菌の機会があったとも考え ら

れた。 しか し、処理場の品質管理の向上によるものと考えられるもの もあった。いま、製造

工程が見直され、新 しい品質管理が導入されて、自社製品の生菌数の基準を104未 満に設定

している処理場がある。新 しい法律が施行されて指導が徹底 されるにつれ、大規模施設の生

産品の細菌汚染状況は、さらに向上するものと考えられる。
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図-1市 販包装食鳥肉における生菌数の度数分布図

つぎに、ササ ミともものSPCを 比較 したが、両者に差はみられなかった。 したがって、

早急にササ ミを処理する際の二次汚染の防止方法の確立が望まれる。

輸入食鳥肉はもも10検体、ササ ミ1検 体で、輸出国はタイ、アメリカ、ブラジル、中国だ

った。spcは いずれも国産品より少なかった。

加工品は20検 体でやきとり用に加工されたもので、串刺 し後に素焼やボイル加工されたも

のもあり、結果はたいへん良好だった。

(イ)食鳥処理場での細菌汚染状況

表-1に 調査を実施 した処理場の概要を示 した。産地でと殺、脱羽処理された丸と体を仕
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入れ、部分肉に加工 して飲食店などに販売 している処理場だった。

もものspcは 元年度、2年 度のいずれ も差がなか った。分散 も小さく、産地処理の汚染

状況をよく現 していると推量された。2年 度のspcは 市販食鳥肉に比 して高かった。その

要因 として、原料供給を受けた処理場が品質管理に十分でなかったこと、搬送中の温度管理

の不備、解体時の二次汚染などが考え られる。

ササ ミのspcは 元年度のC施 設が極めて良好で平均103オ ーダー以下だった。ササ ミは

十分注意深 く二次汚染を防止 し処理することにより、ももに比べて細菌数を低 く抑えること

がで きることを裏付けている。他の施設のササ ミとももとの比較では差がな く、ササ ミへの

二次汚染が推察される。ササ ミのcfg検 出率は元年度がやや少なか った。

(ウ)食 中毒起因菌の検出状況

表-2に 食中毒起因菌の検出状況を示 した。平成2年 度のサルモネラの検出状況をみると、

包装食鳥肉のササ ミが17%、 ももが25%で 前年のスーパーマーケットの店頭で収集 された検

体より高率に検出された。食鳥処理場ではB施 設で処理 された食鳥肉か らは検出されなかっ

たが、A施 設では高率に検出された。この施設に丸と体を供給 した群馬県の加工者のものか

ら、同一菌型(O4)の サルモネラが検出された。ももの汚染は丸 と体に起因 し、ササ ミは

解体処理の際に器具などを介 して二次汚染 したと考えられた。 リステ リアの検出状況 も同様

で食鳥処理場での検出率は施設により異なっていた。カンピロバクターとウェルシュ菌は包

装食鳥肉か らのみ検出された。C施 設の黄色ぶどう球菌はササ ミのみか ら検出され、処理を

した作業員あるいは器具による汚染が考え られる。

ウ ま と め

食鳥肉は安定供給するために、生産地では飼養から加工までコス トダウンが強いられている。

効率的な生産をするために養鶏産地では多羽飼育が進み、南九州 と東北地方が主産地として、

一貫生産されるようになった。

さらに、新法律の施行を間近にひかえて、主産地では施設の改善や生産ライ ンの自動化、ロ

ボ ット化を進めている。養鶏農家ではロボ ットが処理 しやすいよう、統一規格のにわとりの生

産に取 り組んでいる。食鳥処理場は加工所の設備投資と、生産農家の近代化資金の援助なども

あり、数十億円単位の資金を投入 している。商業的な採算ラインを維持す るために、処理場の

統廃合を急ぎ、月産50～60万 羽程度の生産を目標にしている。このような施設は、新たな標準

作業工程を作成 して品質管理を進めている。今後、流通する包装食鳥肉の細菌汚染状況は向上

す ると期待される。また、製品の品質管理 にとって、処理す るにわとりの細菌汚染が多大に影

響す るだけに、養鶏農家の飼育環境の向上が細菌汚染防止策の出発点になろう。

都内にある食鳥処理場の細菌汚染状況は産地処理場に負 う部分が多かった。 しかし、ササ ミ

の細菌数や食中毒起因菌の汚染状況か ら、部分肉に加工される工程での二次汚染が見られ、 こ

れを防止するための指導が今後 も重要である。

消費者に対 しては、食鳥肉がサルモネラや黄色ぶどう球菌、カンピロバクターなどの食中毒

起因菌に汚染されていて、調理中に器具や手指を介 して他の食品を二次汚染 し食中毒を発生さ
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せ る機会が、常にあることを指導する必要がある。このような状況をふまえ、今後も都内にあ

る食鳥処理場や食肉販売店にたいして、食鳥肉の品質管理に対する指導を進めて行かなければ

ならない。

近年、食品衛生の現場で科学的な指導の導入が必要であるといわれ、その手法が紹介されて

きた。HACCP(危 害分析 ・重要管理点)な どで、これ らの手法を生か した新たなる指導法

を導入 して、食鳥肉の品質管理面での徹底を図ることが急務である。
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表-2食 鳥 肉 の 細 菌 検 出 状 況

(平成2年 度)

()内 は%で ある。
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(4)ア ルコール飲料中のカルバ ミン酸エチルの含有実態調査

ア 調査目的

1986年3月 、カナダ政府は、アルコール飲料から基準値を超すカルバ ミン酸エチルが検出さ

れたとして、販売を禁止 した。販売を禁止されたアルコール飲料は、ワイン、ウィスキー、ビ

ール等で、日本酒 も2銘 柄含まれていた。

カルバ ミン酸エチルは、発ガン性を有すると数多 くの論文で報告されている。また、カルバ

ミン酸エチルは、醸造中に蒸留や火いれなどの加熱時あるいは長期貯蔵することで生成される

と考えられている。生成機構は、微生物がつくる尿素(CO(NH2)2)と エチルアルコー

ルとの縮合反応である。

しか し、わが国ではアルコール飲料中のカルバ ミン酸エチルに対する規制はない。そこで、

今年度は市販流通 している酒精飲料と、酒類製造業者2軒 の製造工程におけるカルバ ミン酸エ

チル含有量の実態調査を行った。

イ 調査内容

(ア)実施期間

平成2年10月 ～平成3年3月

(イ)調査実施方法 ・対象施設

市販流通酒精飲料

デパー ト及び酒類量販店(買 い上げ)

日本酒製造工程

都内酒類製造業(収 去)

(ウ)調査品目

市販酒精飲料

中国酒、ウィスキー(バ ーボンを含む)、 ブランデー、 リキュール、日本酒

日本酒製造工程

酵母、モロ ミ、麹、酒粕、製品

(エ)検査機関

都立衛生研究所 食品研究科 食品化学第一研究室

ウ 調査結果及び考察

平成2年10月 か ら平成3年1月 までに調査をしたアルコール飲料は合計59品 目である。

そのうち、9品 目が中国酒、14品 目がウイスキー類(う ち7品 目がバーボン)、25品 目が日

本酒、8品 目がブランデー、残 り3品 目が リキュール類である。なお、中国酒の内訳は5種 類

が醸造酒、3種 類が蒸留酒、1種 類が リキュールである。

カナダに於ける酒精飲料のカルバ ミン酸エチル最大許容量を表-1に 、アメリカの業界自主

基準値を表-2に 示 した。

今回買い上げ調査した酒精飲料59検体中56検体(95%)か らカルバ ミン酸エチルが検出され

た。カルバ ミン酸エチルの検出状況を図-1及 び表-3に 示した。
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醸造酒では、中国酒の紹興酒5検 体中2検 体(40%)か ら180ppb、123ppbと カナダの許容

量(強 化ワイン)を 超える高い値のものがあった。

日本酒では260ppb、205ppb(25検 体中2検 体、8%)と 最大許容量を超えるものがあった。

この醸造酒中のカルバ ミン酸エチルの生成の原因としては、発酵工程で生産された尿素が原

因であり、さらにカルバ ミン酸エチルの生成量は、酸性ほど高 く、温度が高いほど多 く生成さ

れると報告されている。

この点では、日本酒のpHは4.3前 後であり、また醸造過程でモロ ミ中に尿素が産生するた

め、カルバ ミン酸エチルは日本酒を製造する工程で生成されやすい物質といえる。

しかし、日本酒のカルバ ミン酸エチル検出量は、ND(5ppb未 満)か ら260ppbと 差は大

きいが、23検 体は100ppb以 下である。これは、カルバ ミン酸エチル除去に努めている製造者 と

考慮 していない製造者との差があるものと考え られる。

蒸留酒では、ブランデーは8検 体とも26ppb以 下でカナダの許容量を下回っていた。ウイス

キー類では、アメリカ産バーボン1検 体から許容量を上回る230ppbの カルバ ミン酸エチルが検

出された。

また、バーボ ン7検 体中のうちアメリカ産バーボン(4検 体)の カルバ ミン酸エチル量は、

最高230ppbで 、平均が124ppbで あった。一方、カナダ産のバーボン(3検 体)は 、最高21ppb、

平均が14ppbで ある。このカルバ ミン酸エチルの量の差は、カナダがカルバ ミン酸エチルを各

国に先駆けて規制 したためと考えられる。

エ ま と め

カルバ ミン酸エチルは極めて簡単な構造で1834年 には合成されたとの報告がある。この化合

物の突然変異原性については、古 くはショウジ ョウバエ、大腸菌などで散発的に報告 されてき

たが、1953年 のマウスにおける肺ガン・皮膚ガンの報告に始まり、その後多くの臓器でのガン

原性が証明されている。

今回調査 した市販酒精飲料では、59検 体中56検 体(95%)か らカルバ ミン酸エチルが検出さ

れ、カナダの許容量を超えるものが中国酒で2検 体、日本酒で2検 体、ウィスキー(バ ーボン)

で1検 体あった。

現在のところカナダ以外の各国ではカルバ ミン酸エチルの規制値は定めていないが、アメリ

カでは業界基準値を定められている。日本酒での検出量は、NDか ら260ppbと 差はあるものの

25検体中24検体から検出された。この結果か ら、わが国においても発ガン性のあるカルバ ミン

酸エチルを減 らすような製造方法の開発と行政指導が必要である。全国各地における多数の地

酒のカルバ ミン酸エチル含有量をさらに調査する必要性がある。

なお、今年度の調査で日本酒の製造工程についてカルバ ミン酸エチルの検査を行 ったが、今

回の報告に間に合わなかったので次回に併せて報告する。
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表-1カ ナダ健康福祉省 カルバ ミン酸エチル最大許容量(1985年)

表-2ア メリカ 業界 自主基準値(1988年)

注)*は カナダにおける許容量を越えるもの

図-1カ ルバ ミン酸エチル検出量
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表-3カ ルバ ミン酸エチル検出量(再 掲)
(平成2年 度)

(ND:5ppb未 満)

(5)化 学的合成品以外の添加物使用実態調査(輸 入食品における天然添加物の使用状況調査)

― 着色料について ―

ア 調査目的

平成元年11月 、厚生省令改正により、食品に使用された添加物は化学的合成品に限 らず 「化

学的合成品以外の添加物(い わゆる天然添加物)」 についても必要となった。

従来、我が国では化学的合成品のみを対象 として表示義務があったため、天然添加物の諸外

国における使用状況について不明な点が多い。そこで天然添加物の中でも使用頻度の高い着色

料を取 り上げ、輸入食品における着色料の使用状況調査を行 った。

イ 調査方法

(ア)調 査期間

平成2年9月 か ら平成3年2月

(イ)対象品目

天然着色料が使用されていると思われる各種輸入食品70品 目(94検 体)

(ウ)対象品目の収集方法

都内の小売店より、買い上げ

(エ)検査項目

合成着色料及び天然着色料 〔アナ トー色素(赤)、 アン トシアン色素(赤)、 ウコン色素

(黄)、 カンタキサ ンチン(黄)、 β-カ ロチン(橙)、 クチナシ青色素、クチナシ黄色素、

コチニール色素(赤 紫) 、パプ リカ色素(橙 赤)、 ビー トレッド(赤)、 紅麹色素、紅花黄

色素、ラック色素(赤)、 リボフラビン(黄)〕

但 し、β-カ ロチン、 リボフラビンは食品衛生法施行規則別表2に 記載された化学的合成

品であり、カンタキサンチンは別表2に 記載 されていない指定外着色料である。

(オ)検査機関

都立衛生研究所多摩支所衛生化学研究室
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ウ 調査結果及び考察

天然色素は55検体から検出された。その内訳は、アントシアン色素22、 ウコン色素13、 β-

カロチン10、コチニール色素3、 クチナシ黄色素3、 アナ トー色素2、 リボフラビン2で あっ

た。

(ア)清涼飲料水

天然着色料は16検体中8検 体から検出された。リボフラビンを検出した1検 体にはリボフ

ラビン添加の表示があり、アントシアン色素を検出した3検 体では、ブラックチェリー果汁

飲料に葡萄の果皮色素使用の表示があったが、残る2検 体は レッ ドカラント果汁、ラズベ リ

ー果汁が使用されており、原料由来と考え られる。

β-カ ロチンを検出 した4検 体はオ レンジ果汁入りが3検 体とキャロッ トジュースであっ

た。この4検 体から検出されたβ-カ ロチンも原料由来と考え られるが、清涼飲料水では加

熱による殺菌工程があるため原料果汁が加熱により退色するので、補色のため β-カ ロチン

が使用されたことが考え られる。

(イ)農産物加工品

天然着色料は9検 体の うち3検 体か ら検出された。ア ントシアン色素を検出 した2検 体は

さくらんぼとラズベ リーの加工品であり、 β-カ ロチ ンを検出した1検 体はかぼちゃペース

トであった。検出された天然色素はいずれ も原料由来と考えられるが、清涼飲料水の場合 と

同様に補色のために使用 された可能性 も考えられる。

(ウ)漬 物

天然着色料は調査 した3検 体か ら検出された。アントシアン色素を検出 した2検 体はビー

トと赤キャベツの酢漬であり、パプ リカ色素を検出した1検 体は赤 ピーマ ンの酢漬であった。

検出 した色素はいずれも原料由来 と考えられるが、アン トシアン色素を検出した2検 体につ

いては漬込み液にも色がついており、漬込みの段階で天然色素が使用されたことが考え られ

る。

(エ)惣 菜

2検 体を検査 した。(ビ ーフ及びチーズラビオ リ)検 査 した2検 体か らはいずれもβ-カ

ロチンが検出されたが、2検 体とも原材料に トマ ト及びにん じんが表記されていたことか ら、

今回検出された β-カ ロチンは原料由来の ものと考えられる。

(オ)調味料類

2検 体(ト マ トソース、辛子ソース)を 検査 した。辛子ソースから合成着色料が検出され

た。

(カ)菓子類

菓子類については、62検 体(38品 目)を 検査 した。天然色素が検出されたのはキャンディ

37検体、フルーツゼ リー2検 体、ウエハース1検 体の40検 体であった。検出された色素別に

見ると、アントシアン色素が15検 体か ら、ウコン色素が13検 体か ら、β-カ ロチン、クチナ

シ黄色素、コチニール色素が各3検 体から、アナ トー色素が2検 体か ら、 リボフラビンが1
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検体からそれぞれ検出された。(菓 子類は1品 目を色別にわけ、各色を1検 体 とした。)。

色素別の結果について以下に述べる。

(1)ア ン トシアン色素を検出 した15検体の内訳は、ス トロベ リーキャンディが5検 体、チェ

リーキャンディが4検 体、種別不明の紫及び赤色のキャンディ4検 体、ブラックカーラン

ト2検 体であった。

ス トロベリーやチェリー、ブラックカーラントには元々アン トシアン色素があり、これ

ら果汁からの原料由来 も考えられるが、キャンディは製造時に加熱工程があること、漂白

剤が使用 されていることが多いため、補色の目的でアン トシアン色素が使用されたものと

考え られる。キャンディにアントシア ン色素が多用される理由は、酸性域で耐熱、耐光性

に優れており、かつ褪色防止に利用される糖 も多量に含まれていることなどによるものと

推定される。

(2)ウ コン色素を検出 した13検体の内訳 は、 レモンキャンディが6検 体、ス トロベ リーキャ

ンディ2検 体、種別不明で黄色を呈 したキャンディ、バナナキャンディ、オ レンジキャン

ディ、マンゴキャンディ(オ レンジ色)、 チェリーキャンディが各1検 体であった。いず

れも原料にウコン色素が含まれているとは考えられないため、天然色素として使用 された

ものと考え られる。

(3)β-カ ロチンを検出 した3検 体は、オ レンジキャンディ、ゼ リーキャンディ、ス トロベ

リーウエハース各1検 体であった。3検 体 とも着色料使用の表示があった。

(4)ア ナ トー色素を検出 した2検 体は、種別不明の赤色及びオ レンジ色のキャンディであっ

た。いずれも原料にアナ トー色素が含まれているとは考え られないため、天然色素として

使用されたものと考えられる。

(5)ク チナシ黄色素を検出した3検 体は、キャンディ2検 体、フルーツゼ リー1検 体であ り、

原料由来 とは考えられない。

これ らは、原材料にゼラチンまたはペクチンが使用されているため蛋白質や多糖類に染

着性のよいクチナシ黄色素が使用されたと思われる。

(6)コ チニール色素を検出 した3検 体は、キ ャンディ2検 体、フルーツゼ リー1検 体であり、

いずれ もコチニール色素が原料由来 とは考え られないため、天然色素 として使用されたも

のと考え られる。

(7)リ ボフラビンを検出 した1検 体は、 グリーンアップルキャンディであり、原料の濃縮果

汁由来も考えられたが、 リボフラビンは酸性域で耐熱性がよいため天然色素 として使用 さ

れたことが考えられる。

エ ま と め

今回検査 した輸入食品94検 体(70品 目)の うち55検体(58.5%)か ら天然色素が検出された。

食品か ら検出された天然色素の場合、原料由来なのか製造工程において添加されたものかを

判別するのが困難であり、特に輸入品の場合、製造工程の実態が不明なものも多 く、添加物表

示の義務づけにあたって、国産品よりも更に判定が困難な場合が多くなると考え られる。
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本年7月1日 の省令施行後、合成着色料と併記して表示しなければならないため、高価なう

え鮮やかさに欠ける天然色素をあえて使用するメリッ トはなくなり、使用が減ることも考えら

れる。

しかし、将来的には食品加工技術の向上が図 られるとともに、現在よりも多用されることも

考え られるため今後の推移を見守る必要がある。

(6)食 品中の添加物類似物質のバ ックグラウンド調査

―食品中のカフェイン含有量調査―

ア 調査目的

カフェインは、日本薬局方に収載 された医薬品であるが、天然添加物の苦味料 〔カフェイン

(抽出物)〕 としては使用が可能な物質である。

最近、 「眠 くな らない」効果を強調 したキャンディ・ガム ・コーヒー飲料等が売 られており、

食品にカフェインを添加することが行われているようである。

そこで、食品の安全性確保の観点か ら、各種加工食品中のカフェイン含有量を調査 した。

また、カフェインの近縁化合物であり、カフェインと同様の薬理作用を有するテオフィリン

及びテオブロミンについて も、併せて含有量の調査を行 った。

イ 調査内容

(ア)実施期間

平成2年9月 ～平成3年2月

(イ)実施方法

都内小売店から菓子49検 体、清涼飲料水51検 体、計100検 体を買上げ。

(ウ)検査機関

都立衛生研究所生活科学部食品研究科食品科学第2研 究室

(エ)検査項目

カフェイン、テオフィリン及びテオブロ ミン

ウ 調査結果及び考察

(ア)テオフィリンは、全ての検体から検出されなかった。

(イ)菓子の検査結果を表-1に 示 した。

(1)キ ャンディ類について

カフェインの最高量2500mg/kgを 検出 したキャンディを1回 に80g食 べると、日本薬局

方で定められたカフェインの常用量(1回0.2g)を 摂取 したことになり、200g食 べる

と極量(1回0.5g)に 達 して しまう。

キャンディ類は、カフェイン検出量の幅が大きく、最小 と最高に約120倍 の開きがあり、

原材料の配合次第でカフェイン含有量に大きな差が出てくるようである。

(2)ガ ムについて

原材料に 「ガラナエキス」の表示があった2検 体から、それぞれ1200mg/kg及 び1400
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mg/kgと 高い値のカフェインが検出された。

「天然カフェイ ン配合」と表示 された1検 体は35mg/kgと 低か った。

(3)チ ョコレー トについて

カフェインの検出量が最 も少なかった1検 体はホワイ トチ ョコレー トであり、原材料に

「カカオマス」おが含まれていない。これを除いた他の12検体には、いづれも 「カカオマ

ス」が含まれており、このグループのカフェイン検出量をみると、最小240mg/kg、 最高

530mg/kg、 平均325mg/kgで あった。

チ ョコレー トに含まれるテオ ブロミンは、原材料の 「カカオス」に由来するものと思わ

れるが、その量は平均 してカフェイ ンの含有量の8倍 以上含まれていることがわかった。

テオブロ ミンには、日本薬局方で常用量及び極量は定められていないが、最高量4800

mg/kgの テオブロミンを検出したチ ョコレー トを一度に100g以 上食べると、カフェイ ン

及びテオ フィリンの極量(1回0.5g)を 超えて しまうことになる。

(4)チ ョコレー ト菓子類について

チ ョコレー ト菓子類のカフェイン検出量は、平均値ではチ ョコレー トの約半分であるが、

チョコレー トの最高検出量を上回るものが1検 体あった。これは、原材料として 「カカオ

マス」の他に 「コーヒーペース ト」を加えたものであった。

(ウ)清 涼飲料水の検査結果を表-2に 示 した。

(1)コ ーラ飲料について

カフェイン含有の表示があったもので、カフェインが検出されなかったものが1検 体あ

り、それは、アメリカからの輸入品であった。

(2)コ ーヒー飲料について

コーヒー飲料のカフェイン検出量の幅は、清涼飲料水の中では最 も大きい。

(3)炭 酸飲料等について

コーラ飲料を除いた炭酸飲料6検 体、その他2検 体で、原材料表示に 「カフェイ ン」

「ガラナエキス」 「緑茶抽出エキス」のいつれかがあったものである。この中には、いわ

ゆる健康飲料が5検 体含まれている。

カフェインが検出されなかった3検 体は、いづれ も健康飲料で、添加量が少なかったた

めと考え られる。

(エ)食品群別のカフェイン最高検出量をみると、キャンデ ィ類 ・ガムの中に、カフェイン含有

量の異常に高い検体があった。

清涼飲料水の中では、コーヒー飲料に最 も高い検体があった。

コーラ飲料の最高検体はコーヒー飲料の最高検体の約4分 の1で あった。

エ ま と め

今回調査 した加工食品の中で、キャンディ類 ・ガムの一部か ら、明らかに薬効を発揮させる

ことを目的として添加 したと考え られる量のカフェインが検出されるものがあった。

コーヒー、コーラ飲料、緑茶等のように、多 くの人々がカフェインが含まれていることを承
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知の上で選択 している食品と異なり、これ らのキャンディ、ガム等の菓子を摂取す ることは、

知 らないうちに大量のカフェインを摂取 して しまうことになる。

食品添加物(苦 味料)と しての使用方法を逸脱 したこれらの食品は、医薬品に近い存在であ

ると言える。

今後は、カフェインについての注意表示又は含有量表示を、消費者の選択のために義務づけ

ていくことを検討する必要がある。
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表-1検 査 結 果 (菓 子)

(平成2年 度)

表-2検 査 結 果 (清 涼 飲 料 水)

(平成2年 度)
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